
広
島
県
告
示
第
二
百
一
号 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び

に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
〔
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
〕
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五

十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
指

定
介
護
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

名

称 

所

在

地 

変
更
年
月
日 

新 

旧 

医
療
法
人
清
幸
会 

三

原
城
町
病
院 

医
療
法
人
清
幸
会 

土

肥
病
院 

三
原
市
城
町
一
丁
目
一
四
番
一

四
号 

平
成
二
七
年
四
月
一
日 

因
島
医
師
会
介
護
支
援

ホ
ー
ム
う
み
か
ぜ
の
丘 

介
護
支
援
ホ
ー
ム
因
島

医
師
会 

尾
道
市
因
島
中
庄
町
一
九
四
六

番
地 

平
成
二
七
年
四
月
一
日 

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

み
よ
し
南 

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

み
ら
さ
か 

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
七
三

七
番
地
一 

平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日

有
限
会
社 

向
原
薬
局 

有
限
会
社 

向
原
調
剤

薬
局 

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
四
三
八

―
一 
平
成
一
四
年
一
〇
月
八
日

介
護
老
人
保
健
施
設
葵

の
園
・
セ
ラ 

介
護
老
人
保
健
施
設
あ

お
い
の
園
・
セ
ラ 

世
羅
郡
世
羅
町
本
郷
一
二
一
六

平
成
二
七
年
四
月
一
日 

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

な
で
し
こ 

小
泉
居
宅
介
護
支
援
事

業
所 

三
原
市
小
泉
町
四
二
四
六
番
地

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ 

介
護
セ
ン
タ
ー
尾
道 

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ

介
護
セ
ン
タ
ー
し
ま
な

み 

尾
道
市
山
波
町
三
三
五
番
地
一

平
成
二
七
年
八
月
一
日 

ク
オ
ー
ル
薬
局
府
川
町

店 

ジ
オ
薬
局
府
中
店 

府
中
市
府
川
町
一
〇
〇
―
一
七

平
成
二
七
年
二
月
一
日 

  


